
品川区住宅・建築物耐震補強設計支援事業実施要綱 

制定 平成２３年４月１日 区長決定 

要綱第   号 

（目的） 

第１条 この要綱は、耐震補強設計を実施しようとする建築物の所有者に対し、必要な経

費の一部を助成することにより、住宅等の耐震性の向上を図り、災害に強いまちづくり

を推進することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定める

ところによる。 

（１）耐震診断 品川区住宅・建築物耐震診断支援事業実施要綱（平成１６年品川区要綱

第６７号。以下「耐震診断要綱」という。）第２条第１号に定める耐震診断をいう。 

（２）耐震補強設計 耐震改修工事を目的として、建築物の構造別に、「木造住宅の耐震

診断と補強方法」（国土交通省建築指導課監修）、「既存鉄筋コンクリート造建築物

の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」（国土交通省建築指導課監修）、「既存鉄

骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準・改修設計指針・同解説」（国土交通省

建築指導課監修）、「耐震改修促進法のための既存鉄骨造建築物の耐震診断および耐

震改修指針・同解説」（国土交通省建築指導課監修）に基づいて行う次号に定める耐

震改修工事の補強設計をいう。 

（３）耐震改修工事 耐震診断の結果に基づいて、木造建築物にあっては、耐震改修後の

構造耐震指標Ｉw 値（以下「Ｉw 値」という。）が精密診断で１．０以上、非木造建

築物にあっては、構造耐震指標Ｉs値（以下「Ｉs値」という。）が第２次診断で０．

６以上となることを目的として実施する補強工事をいう。 

（４）建築士 建築士法（昭和 25 年法律第 202 号）第２条で定める建築士であって、同

法第３条から第３条の３までの規定で新築を改修と読み替えて適用する者をいう。 

（５）大規模マンション 非木造の共同住宅で、延べ面積が 1000㎡以上、かつ、地上階
数が３以上のものをいう。 

（６）緊急輸送沿道建築物 個人または法人が所有する緊急輸送道路等として指定された

道路の沿道建築物のうち、高さが前面道路幅員の２分の１を超えるものをいう。 
（助成対象建築物） 

第３条 この要綱による助成金の交付対象となる建築物（以下「助成対象建築物」という。）

は、耐震診断要綱に基づく助成金の交付の対象となった建築物で次の各号に掲げる要件

に該当する建築物とする。ただし、この要綱による助成金の交付を受けたことのある建

築物およびこの要綱による助成金と類似の補助金等を受ける建築物は除く。 

（１）品川区内のものであること。 

（２）耐震診断要綱第２条第１号による耐震診断の結果、木造にあっては一般診断でＩw

値が１．０未満、非木造にあっては第２次診断でＩs値が０．６未満のものであるこ

と。 

（３）非木造は、一戸建て住宅、長屋または共同住宅であること。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める建築物を助成金の交付対象とす

ることができる。 



（助成対象者） 

第４条 この要綱による助成金の交付を受けることができる者（以下「助成対象者」とい

う。）は、助成対象建築物の所有者とする。ただし、共有建築物にあっては、共有者に

よって合意された代表者、区分所有建築物にあっては、区分所有者によって合意された

代表者とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要と認める者を助成対象者とすることがで

きる。 

（助成の内容） 

第５条 助成対象者が助成対象建築物の耐震補強設計を行う場合の助成額は、次に掲げる

額とする。また、額の算定については、１，０００円未満の端数があるときは、これを

切り捨てるものとする。 
（１）木造の一戸建て住宅、長屋または共同住宅の耐震補強設計に要する経費のうち、２

分の１の額。ただし、限度額は２０万円とする。 

（２）非木造の一戸建て住宅、長屋または共同住宅の耐震補強設計に要する経費の２分の

１の額。ただし、限度額は２０万円とする。 
（３）大規模マンションの耐震補強設計に要する経費の３分の１の額。ただし、限度額は

１００万円とする。 
（４）緊急輸送沿道建築物の耐震補強設計に要する経費の３分の２の額。ただし、限度額

は２００万円とする。 
２ 助成金の交付額の総額は、予算の定める額を限度とする。 
（耐震補強設計申請手続） 

第６条 耐震補強設計の助成金の交付を受けようとする者は、住宅等耐震補強設計助成申

請書（第１号様式）に関係書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

（助成対象者の確認等） 

第７条 区長は、前条の規定による申請があったときは、当該申請に係る内容を審査し、

助成対象になることを決定したときは住宅等耐震補強設計助成対象確認通知書（第２号

様式。以下「確認通知書」という。）により、助成対象にならないことを決定したとき

は、住宅等耐震補強設計助成対象にならない旨の通知書（第３号様式）により、申請者

に通知する。 

（耐震補強設計の着手） 

第８条 前条の規定により助成対象の確認を受けた者（以下「助成予定者」という。）は、

確認通知書を受領後、速やかに耐震補強設計に着手しなければならない。 

２ 助成予定者は、耐震補強設計に着手したときは、速やかに耐震補強設計着手届（第４

号様式）により、区長に届け出なければならない。 

（耐震補強設計の取りやめ） 

第９条 助成予定者は、事情により耐震補強設計を取りやめるときは、耐震補強設計取り

やめ届（第５号様式）により、区長に届け出なければならない。 

（助成金の交付申請） 

第１０条 助成予定者は、耐震補強設計が完了したときは、速やかに住宅等耐震補強設計

助成金交付申請書（第６号様式）に次の書類を添えて、区長に申請しなければならない。 

（助成金の交付決定） 



（１）耐震補強設計図書（図面、構造計算） 
（２）耐震補強設計に係る請負契約書またはその写し 
（３）耐震補強設計費用に係る領収書もしくは請求書またはそれらの写し 
（４）耐震診断書（木造は精密診断、非木造は第２次診断とする）またはそれらの写し 
第１１条 区長は、前条の規定により助成金の交付申請があったときは、その内容を審査

し、助成金を交付することを決定したときは住宅等耐震補強設計助成金交付決定通知書

（第７号様式）により、助成金を交付しないことと決定したときは住宅等耐震補強設計

助成金不交付決定通知書（第８号様式）により、申請者に通知する。 

（助成金の交付請求） 

第１２条 前条の規定により助成金の交付の決定を受けた者（以下｢助成金交付決定者｣と

いう。）は、住宅等耐震補強設計助成金交付請求書（第９号様式）により、区長に助成

金の交付を請求するものとする。 

２ 区長は、前項の請求を受けたときは、速やかに助成金を交付するものとする。 

（助成金交付決定の取消し） 

第１３条 区長は、助成金交付決定者が次の各号のいずれかに該当する場合は助成金の交

付決定を取り消すことができる。 

（１）虚偽その他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。 

（２）耐震補強設計を行うに当り、遵守すべき法令またはこの要綱の規定に違反したとき。 

２ 区長は、前項の規定により助成金の交付決定を取り消したときは、住宅等耐震補強設

計助成金交付決定取消通知書（第１０号様式）により、助成金交付決定者に通知する

ものとする。 

（助成金の返還） 

第１４条 区長は、前条第１項の規定により助成金の交付決定を取り消した場合において、

既に助成金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じることができるも

のとする。 

（権利譲渡の禁止） 

第１５条 この要綱に基づく助成金の交付を受ける権利は、第三者に譲渡し、または担保

に供してはならない。 

（委任） 

第１６条 この要綱の施行に関し必要な事務手続きは、防災まちづくり事業部長が定める。 

 

 付則 

 この要綱は、平成２３年４月１日から適用する。 


